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あ な た の 想 い を カ タ チ に す る お 手 伝 い

～P U B L I C  I N T E R E ST  T I M E S～

門 真 市 立 市 民 公 益 活 動 支 援 セ ン タ ー

◆◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

公益活動団体や個人事業主に多い「消費税の免税事業者」への
インボイス制度の影響についてのQAをまとめました

Information

Q&A①

Q1 消費税の免税事業者は、インボイス制度について何かしなければならないことはありますか？
A1 

Q2 インボイス登録をしない場合の注意点はありますか？
A2
 

Q3 インボイス登録をする場合の注意点はありますか？
A3 

門真市立市民公益活動支援センター
〈指定管理者〉特定非営利活動法人 大阪NPOセンター

●京阪本線「大和田駅」から京阪バス（１系統）で

「門真団地バス停」まで約１０分、「門真団地バス

停」から徒歩で「門真市民プラザ」まで約１５分

Access

〒571-0025 門真市大字北島546番地
　　　　　　　門真市民プラザ3階
072-800-7431
072-800-7432
ko-eki-c@aqua.ocn.ne.jp
9:00 ～21:30
毎週木曜、年末年始（12/29～1/3）
www.kadoma-koeki-cnt.com

：

：
： 
：
：
：
：

住 所

T E L
F A X
メ ー ル
開 館 時 間
休 館 日
ホームページ

市民公益活動支援センターは、「非営利」かつ「不特定多数の利益」となる、市民公益活動をサポートしています。

ホームページ インスタグラムフェイスブック
ホームページ
SNSへの
アクセスは
QRコードより
どうぞ

※警報などの発令により、開館状況が変更となる場合が
ありますので、詳しくはホームページをご確認ください。
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昨年１２月３日、多くの市民の皆さんに門真の資源を知っていただくことを目的に「地域資源セミ
ナー ～知る・見る・掘る～」を開催しました。「門真れんこん」について、座学と体験を通じて
学びを得ました。

◆座学「門真の蓮根の歴史」
講師：「縄文e.m.工房」酒井則之さん
地元門真の歴史研究をされている酒井さんに、太古の昔から現在
に至るまでの「門真の蓮根」のお話をしていただきました。長い歴
史の中で、環境の変化など逆境がある中でも、先人たちの知恵と
工夫、努力によりそれを乗り越えて、今の「門真れんこん」があるこ
とを知り、改めて感動を覚えました。
◆体験「門真れんこん掘り」
講師：「門真市シルバー人材センター」曽根鶴夫さん
門真市シルバー人材センターが「伝統野菜栽培促進活用事業」と
して、「門真れんこん」を栽培している蓮畑で、「門真れんこん掘り」
体験をしました。
門真れんこんは一般的なれんこん畑とは違い、池ではなく、粘土質
の重たい泥の中で育つため、もちもちとした食感が特徴と言われ、
他にはないおいしさがあります。
当日は小学生の方も参加され、顔まで泥だらけになり楽しんでい
ました。身長と同じぐらいの長さのレンコンも収穫し、そのときには
拍手が沸き上がっていました。
◆参加者の声
・掘るのは大変でしたが、いい意味で楽しかったです。
・「またやりたい！」と言っています。「おうちでも作りたい！」と
言っているのでお土産のれんこんをおいしくいただきます。
・楽しかったです。

「地域資源セミナー　～知る・見る・掘る～」
  を開催しましたTOPIC 1

負担軽減制度など、詳しい内容は国税庁のホームページをご覧ください。
インボイス制度に関するＱ＆Ａ目次一覧｜国税庁 (nta.go.jp)
     国税庁が出している「免税業者のみなさまへ」のチラシを
     参考にしていただけるとなお一層理解が深まると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/
keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf (右の二次元コードより)

大まかにお話ししすると、特に「法人」にモノやサービスを売っている場合に影響があるかもし
れません。その法人からインボイス（登録番号等を記載した請求書）の発行を求められる場合
があり、発行するためには「消費税の課税事業者」（消費税の申告・納付をする事業者）になる
必要があるためです。

インボイスの発行を求める販売先との取引に影響する可能性があります。販売先と十分協議
することが望まれます。

「消費税の課税事業者」になりますので、新たに消費税の納税義務が生じます。ただし当面は
負担軽減制度があります。なお、消費税の課税事業者になれば、特に「個人事業主」からモノや
サービスを買っている場合にも注意が必要かもしれません。




